別紙（返還がない場合）

１　返還がない理由
●●●●●●●●●●●●●●●●
　　※貴法人が該当される内容について記載願います。
（例１）消費税の申告義務がないため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。

（例２）消費税を簡易課税方式により申告しているため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。

（例３）公益法人等であり、特定収入割合が５％を超えるため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。

（例４）補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告しているため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。

（例５）補助対象経費が人件費等の非課税仕入のため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。
（例６）補助対象経費に消費税を含んでいない。
　　　　
　　　　公益法人等とは？　　　
　　　　　地方公共団体の特別会計、一般財団法人、一般社団法人、学校法人、公益財団　　

　　　　法人、公益社団法人、国民健康保険組合、国立大学法人、社会福祉法人、地方独　

　　　　立法人、独立行政法人、日本赤十字社等が該当します。

　　　　　詳しくは消費税法別表第三をご確認ください。

【添付書類】※消費税法別表第三に掲げる法人で、特定収入割合が５％を超える場合のみ添付
・課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し等特定収入割合が分かる書類
記　載　例
別紙（返還がない場合）
令和７年度相模原市指定難病臨床調査個人票電子化推進事業補助事業に係る消費税仕入控除税額の積算内訳
１　医療機関名　　
　　　　　医療法人○○○○
　　　　　　
２　補助事業名
相模原市指定難病臨床調査個人票電子化推進事業補助金
４　補助金確定額
             ５０，０００円

５　返還がない理由
消費税を簡易課税方式により申告しているため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。

【添付書類】※消費税法別表第三に掲げる法人で、特定収入割合が５％を超える場合のみ添付
・課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し等特定収入割合が分かる書類
